
練馬区介護支援専門員法定研修費助成要綱 

令和７年９月５日  

７練福支第693号  

（目的） 

第１条 この要綱は、練馬区（以下「区」という。）の区域内（以下「区内」とい

う。）に存する介護サービス事業所に勤務する介護支援専門員および主任介護

支援専門員に対し、介護支援専門員法定研修（以下「法定研修」という。）に

係る経費の一部を助成することにより、介護支援専門員および主任介護支援専

門員の維持・確保を図ることを目的とする。 

（助成対象の法定研修） 

第２条 この要綱による助成の対象となる法定研修は、つぎに掲げるものとする。 

⑴ 介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第69条の２第１

項に規定する介護支援専門員実務研修 

⑵ 法第69条の８第２項に規定する介護支援専門員更新研修 

 

⑶ 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」という。）第37条の

15第１項および介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「施行

規則」という。）第140条の68第１項第１号に規定する主任介護支援専門員研

修 

⑷ 令第37条の15第１項および施行規則第140条の68第１項第２号に規定する

主任介護支援専門員更新研修 

（助成対象の事業所） 

第３条 この要綱による助成の対象となる事業所は、区内に存する東京都もしく

は区の指定を受けた事業所または基準該当事業所として区の登録を受けた事業

所のうち、つぎの各号のいずれかに該当する事業所または施設（以下「事業所

等」という。）とする。ただし、前条に規定する法定研修に係る受講料につい

て、事業所等が負担している場合および事業所等が東京都の令和６年度介護支

援専門員法定研修受講料補助金交付要綱（令和６年６月６日６福祉高介第９号）

に基づく補助金の交付を受けている場合に限る。 



⑴ 居宅介護支援事業所および基準該当居宅介護支援事業所  

⑵ 特定施設入居者生活介護に係る居宅サービス事業所  

⑶ 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施

設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護および複合

型サービス（看護小規模多機能型居宅介護に限る。）に係る地域密着型サー

ビス事業所 

⑷ 介護保険施設 

⑸ 介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス事業所  

⑹ 介護予防小規模多機能型居宅介護および介護予防認知症対応型共同生活介

護に係る地域密着型介護予防サービス事業所 

⑺ 介護予防支援事業所および基準該当介護予防支援事業所  

⑻ 地域包括支援センター 

（助成対象者） 

第４条 助成を受けることができる者（以下「助成対象者」という。）は、前条

に規定する事業所等において介護サービス計画の作成を行っている介護支援専

門員または主任介護支援専門員として６か月以上継続して業務に従事している

者で、第６条の規定による申請を行った前年度において、第２条第１号または

第３号に規定する法定研修を受講した者とする。ただし、助成対象者が従事す

る事業所等が法定研修に係る受講料を負担していない場合または法定研修を受

講するときに事業所等に従事していない場合に限る。 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、別表第１および別表第２のとおりとし、助成対象者が他

の地方公共団体が実施する法定研修を受講した場合は別表第２に定める補助基

準額を他の地方公共団体が定める受講料の額に読み替えて適用する。 

（助成金の交付申請等） 

第６条 助成金の支給を受けようとする事業所等は介護支援専門員法定研修費助

成金交付申請書兼請求書（事業所等用）（第１号様式）に、介護支援専門員ま

たは主任介護支援専門員（以下「申請者」という。）は介護支援専門員法定研

修費助成金交付申請書兼請求書（個人用）（第２号様式）に法定研修の受講を



修了したことを証明する書類およびその他必要な書類を添付し、区長に提出し

なければならない。 

（助成金の支給） 

第７条 区長は、前条に規定する申請および請求があった場合は、その内容を審

査し、適当と認めるときは助成金の交付決定を行い、介護支援専門員法定研修

費助成金交付決定通知書（第３号様式）により、不適当と認めるときは介護支

援専門員法定研修費助成金不交付決定通知書（第４号様式）により申請者に通

知する。 

（助成決定の取消し） 

第８条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を受けた者（以下「助成決

定者」という。）がつぎの各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決

定の全部または一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

⑵ 助成金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令に基づく命令

に違反したとき。 

（助成金の返還） 

第９条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部または一部を取り消

した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されてい

るときは、助成決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に必要な事項は、福祉部長

が別に定める。 

付 則 

この要綱は、令和７年９月５日から施行する。 

付 則（令和７年10月14日７練福支第842号） 

この要綱は、令和７年10月14日から施行する。 

 



別表第１ 助成対象経費および助成金の額（第５条関係） 

１ 助成対象経費 ２ 助成基準額 ３ 助成率 ４ 助成金の額 

助成対象者が法

定研修を受講する

に当たり納入する

受講料について、事

業者が負担した額。

ただし、当該助成対

象者が雇用保険法

（昭和49年法律第

116号）に基づく教

育訓練給付制度の

給付を受けている

場合はその給付額

を除いた額とする。 

 助成対象者が受

講した法定研修の

種類ごとに別表第

２で定める額の合

計額 

 １/４  第１欄の補助対

象経費と、第２欄の

補助基準額に第３

欄の補助率を乗じ

て得た額とを比較

して少ない方の額

（介護支援専門員

実務研修（87時間）

については、試験手

数料等相当分とし

て15,000円を上乗

せして助成する）。

ただし、算出された

額に100円未満の端

数があるときは、こ

れを切り上げる。 

助成対象者が介

護支援専門員実務

研修（（87時間）を受

講するに当たり納

入する受講料、試験

手数料、介護支援専

門員登録手数料お

よび介護支援専門

員証交付手数料に

ついて、当該助成対

象者が負担した額。 

60,000円 10/10 第１欄の補助対

象経費と、第２欄の

補助基準額に第３

欄に定める補助率

を乗じて得た額と

を比較して少ない

方の額。ただし、算

出された額に100円

未満の端数がある

ときは、これを切り

捨てる。 

助成対象者が主

任介護支援専門員

研修（70時間）を受

講するに当たり納

入する受講料につ

いて、当該助成対象

者が負担した額。 

 助成対象者が受

講した法定研修の

種類ごとに別表第

２で定める額の合

計額 

１/４ 第１欄の補助対

象経費と、第２欄の

補助基準額に第３

欄の補助率を乗じ

て得た額とを比較

して少ない方の額。

ただし、算出された

額に100円未満の端

数があるときは、こ

れを切り上げる。 

 



別表第２ 助成基準額（第５条関係） 

区分 根拠法令 助成基準額 

介護支援専門員実務研修（87

時間） 

法第６９条の２第１項 ４４，６００円 

介護支援専門員現任研修（専

門研修課程Ⅰ）（56時間） 

法第６９条の８第２項ただし書 ３４，５００円 

介護支援専門員現任研修（専

門研修課程Ⅱ）（32時間） 

法第６９条の８第２項ただし書 ２３，８００円 

介護支援専門員更新研修（88

時間） 

法第６９条の８第２項 ５８，３００円 

介護支援専門員更新研修（56

時間・前期） 

法第６９条の８第２項 ３４，５００円 

 

介護支援専門員更新研修（32

時間・後期） 

法第６９条の８第２項 ２３，８００円 

主任介護支援専門員研修（70

時間） 

令第３７条の１５第１項 

施行規則第１４０条の６８第１項

第１号 

５２, ６００円 

主任介護支援専門員更新研修

（46時間） 

令第３７条の１５第１項 

施行規則第１４０条の６８第１項

第２号 

３８，０００円 

 



第１号様式（第６条関係） 
 

練馬区介護支援専門員法定研修費助成金交付申請書（事業所等用） 
 

 年 月 日 
練馬区長 殿 

                法人名称 
                法人所在地 
 
                代表者職・氏名                印 
 
 
 
練馬区介護支援専門員法定研修費助成要綱に規定する助成金について、以下のとおり交

付されるよう、申請します。 

 

１ 申請額    金                     円   

 

２ 事業所 

   名 称 

   所在地 

 

３ 内訳 

  別紙のとおり 

 

４ 添付書類 

   

 チェック欄 

⑴ 介護支援専門員法定研修受講料補助金対象職員一覧（別紙１）  

⑵ 法定研修の研修受講料補助申請に係る確認書（別紙２）  

⑶ 請求書兼口座振替依頼書（別紙３）  

⑷ 法定研修修了証明書（写し）  

⑸ 実務研修修了者は介護支援専門員証（写し）  

⑹ 東京都の令和６年度介護支援専門員法定研修受講料補助金の

交付決定が確認できるもの（写し） 

 

 

 

 

法人（事業所）の事務取扱者 

部署名  

担当者  

連絡先  

 

 



別紙１

令和６年度介護支援専門員法定研修受講料補助金対象職員一覧

Cの合計
(100円未満切り上げ) Ｄの合計 交付申請額

＋ ＝

事業者負担額
（教育訓練給付金
の控除後の額）

補助基準額
の1/4

選定額
試験手数料相当分

(介護支援専門員実務研
修(87時間)のみ)

A B C（A、Bのうち最小） Ｄ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

※　令和6年度介護支援専門員法定研修受講料補助金交付要綱に基づく補助金

備考生年月日
介護支援専門員

法定研修受講者氏名

事業所名

受講料
（円）

（受講者が実施機
関に支払う額）

法定研修受講終了
（予定）日

研修受講
都道府県

従事業務
介護支援専門員登
録番号（実務研修
の場合受験番号）

介護支援専門員
法定研修名

都補助(※)
交付有無



別紙２ 

 

 

法定研修の研修受講料補助申請に係る確認書 

 

 

練馬区長 殿 

 

 以下のとおり確認しました。 

 

１ 以下の法人の運営する事業所において継続して６か月間、業務に従事しており、

他の法人と本確認書を作成していないこと。 

２ 以下の研修について、「事業所負担額」記載の金額が法人から介護支援専門員（受

講者）に支給されたこと。 

 

 

研修名および負担額 

 研修名 受講料 事業所負担額 

１    

２    

 

 

 

【法人名】 

所在地 
 

法人名称  

代表者職  

代表者氏名  

 

 

私は、以上について、確認して署名します。 

【介護支援専門員（受講者）氏名】 

介護支援専門員登録番号 
 

（実務研修の場合） 

実務研修修了証書番号 

 

記入日  

氏名（自筆） 
 

 

 

 



別紙３ 

 

請求書兼口座振替依頼書 

 

 

          金                 円 

 

 

 

ただし、練馬区介護支援専門員法定研修費助成金として、上記金額を請求します。 

 

 

 

年  月  日 

 

 

練馬区長 殿 

 

 

             法人名称 

             法人所在地 

 

             代表者職・氏名                ㊞                                       

 

 

 

なお、決定後は、決定金額を以下の口座にお振り込みください。 

 

振込口座 

       

  銀行（信用金庫）     （本）支店     口座 

 

口 座 番 号   

 

口座名義（カナ）  

 

 



第２号様式（第６条関係） 
 

練馬区介護支援専門員法定研修費助成金交付申請書（個人用） 
 

 年 月 日 
練馬区長 殿 

                住所 
 
                氏名                  印 
 
           連絡先 
 
 
練馬区介護支援専門員法定研修費助成要綱に規定する助成金について、以下のとおり交

付されるよう、申請します。 

 

１ 申請額    金                     円   

 

２ 内訳 

  別紙のとおり 

 

３ 添付書類 

   

 チェック欄 

⑴ 令和６年度介護支援専門員法定研修受講料補助金対象研修一覧

（別紙１） 

 

⑵ 法定研修の研修受講料補助申請に係る申立書（別紙２）  

⑶ 請求書兼口座振替依頼書（別紙３）  

⑷ 法定研修修了証明書（写し）  

⑸ 実務研修修了者は介護支援専門員証（写し）  

 

 

 



別紙１

令和６年度介護支援専門員法定研修受講料補助金対象研修一覧

E(100円未満切り捨て) F(補助上限額) 交付申請額(EとFのうち最小)

60,000

受講料
(円)

受講試験手数料
(円)

介護支援専門員
登録手数料

(円)

介護支援専門員証
交付手数料

(円)
AからDまでの合計 備考

A B C D E

介護支援専門員
法定研修受講者氏名

生年月日

介護支援専門員登録番号
（実務研修の場合受験番号）

従事業務

介護支援専門員
法定研修名

研修受講
都道府県

法定研修受講終了
（予定）日



別紙２ 

 

 

法定研修の研修受講料補助申請に係る申立書 

 

 

練馬区長 殿 

 

 私は、法定研修の研修受講料補助申請において、以下のいずれかに該当しています。 

 

（該当する番号に○をつけてください） 

１ 従事する事業所等において、法定研修に係る補助金の交付を受けていないこと。 

２ 法定研修を受講するときに、事業所等に従事していないこと。 

 

 

【法人名】上記１に該当する場合に記入してください。 

所在地 
 

法人名称  

代表者職  

代表者氏名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 住所 

          

                 氏名                ㊞ 

 



別紙３ 

 

請求書兼口座振替依頼書 

 

 

          金                 円 

 

 

 

ただし、練馬区介護支援専門員法定研修費助成金として、上記金額を請求します。 

 

 

 

年  月  日 

 

 

練馬区長 殿 

 

 

             住所 

 

             氏名                   印 

 

 

 

なお、決定後は、決定金額を以下の口座にお振り込みください。 

 

振込口座 

       

  銀行（信用金庫）     （本）支店     口座 

 

口 座 番 号   

 

口座名義（カナ）  

 

 



第３号様式（第７条関係） 

 練  第  号 

     年 月 日 

 

         様 

 

練馬区長       印 

 

   練馬区介護支援専門員法定研修費助成金交付決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった練馬区介護支援専門員法定研修助成金の交付に

ついて、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 助成金額     金               円 

 

２ 交付条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第４号様式（第７条関係） 

 練  第  号 

     年 月 日 

 

         様 

 

練馬区長       印 

 

   練馬区介護支援専門員法定研修費助成金不交付決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった練馬区介護支援専門員法定研修助成金の交付に

ついて、下記の理由により交付しないことを決定しましたので通知します。 

 

記 

 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


